
規
　
　
則

訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
労
働
政
策
課
）

一

告
　
　
示

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

二

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

公
　
　
告

○
土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
就
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

三

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

四

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
六
十
八
号

訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

（
第
九
二
四
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 48 号

平成 17 年

6 月21日（火曜日）

一

訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
削
る
。

第
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
中

「

を
」

「

に
、

」

「

「

・
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
一
七
、
五
、
二
五
　
　
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
　
医
療
法
人
社
団
和
風
　
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

は
し
も
と
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
ョ
ン

三
豊
郡
山
本
町
財
田
　
三
豊
郡
山
本
町
財
田

西
九
〇
二
番
地
一
　
　
西
九
〇
二
番
地
一
　
　

平
成
一
七
、
二
、
一
七
　
　
庵
治
観
光
ホ
テ
ル
介
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
ス
　
通
所
介
護

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
テ
ー
シ
ョ
ン

木
田
郡
庵
治
町
五
四
　
丸
亀
市
土
器
町
西
四

九
四
　
　
　
　
　
　
　
丁
目
二
四
四
番
地

規

則

告

示

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
・
炭
坑
離
職
者
臨
時
措
置
法
該
当
者
の
有
無

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
・
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
該
当
者
の
有
無

有
（

）
無
　
　
　
　
　
　
有
（

）
無

駐
炭

駐
沖



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

（
第
九
二
四
五
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年

七
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
中
村
落
合
線
（
百
三
十
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
六
　
　
　
　
　
　
　
道
路
改
修
工

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
一
四
　
事
に
伴
う
現

二
四
・
一
　
　
　
　
　
　
　
道
拡
幅

一
〇
・
三

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
一
四

三
八
・
五

●
香
川
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

に
つ
い
て
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年

七
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
国
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
百
九
十
三
号

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
交
通
安
全
施

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
設
整
備
に
伴

一
八
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
う
仮
道
設
置

一
〇
・
〇

〜
　
　
　
　
　
一
〇
〇

一
八
・
〇

後

一
二
・
六

〜
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
供
用
仮
道

二
〇
・
六

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

●
香
川
県
公
告
第
三
百
七
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
歌
郡
宇
多
津
土
地
改
良
区
清
算
法
人
か
ら
清
算
人
の
就
任
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

一
　
就
任
し
た
清
算
人

清
算
人
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

種
　
　
類

清
算
人
　
　
大
喜
多
　
功
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
大
字
東
分
一
七
〇
〇
番
地
　
　
　
平
成
一
七
、
五
、
一
二

〃
　
　
　
　
西
角
　
邦
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
　
〃
　
　
　
一
六
二
三
番
地
一
　
　
〃

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

東
か
が
わ
市
落
合
一
四
一
番
一
地
先
か

ら東
か
が
わ
市
落
合
一
二
八
番
一
地
先
ま

で

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
下
字
中
村
八

四
〇
番
一
地
先
か
ら

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
下
字
中
村
八

七
六
番
一
地
先
ま
で

公

告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

（
第
九
二
四
五
号
）

三

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者
の

政
治
団
体
の
名
称
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

氏
　
　
　
　
名

立
石
力
雄
後
援
会
　
　
　
立
石
　
力
雄
　
　
立
石
　
光
代
　
　
三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
大
野
原
六
七

五
三
―
一

福
田
清
温
後
援
会
　
　
　
古
川
　
達
人
　
　
福
田
ハ
ル
ミ
　
　
三
豊
郡
豊
浜
町
大
字
姫
浜
五
九
二
―

一

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

自
由
民
主
党
香
川
県
高
松
市
選
　
会
計
責
任
者
　
井
上
　
幸
子
　
　
　
　
　
泉
保
　
　
孝

挙
区
第
三
支
部
　
　
　
　
　
　
　
の
　
氏
　
名

自
由
民
主
党
香
川
県
三
豊
郡
第
一
主
た
る
事
務
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
新
　
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上

一
選
挙
区
第
一
支
部
　
　
　
　
　
所
の
所
在
地
　
名
二
一
四
三
　
　
　
　
　
勝
間
二
四
八
五
―
二

自
由
民
主
党
花
園
支
部
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
中
村
　
順
一
　
　
　
　
　
鎌
田
　
　
実

の
　
氏
　
名

会
計
責
任
者
　
中
村
由
美
子
　
　
　
　
　
管
東
　
　
毅

の
　
氏
　
名

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

香
川
県
接
骨
師
連
盟
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
石
原
　
　
誠
　
　
　
　
　
山
田
　
喜
通

の
　
氏
　
名

会
計
責
任
者
　
浪
越
　

視
　
　
　
　
　
桑
島
　
昭
博

の
　
氏
　
名

佐
藤
好
邦
後
援
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
田
中
　
敏
夫
　
　
　
　
　
佐
藤
　
好
邦

の
　
氏
　
名

青
年
自
由
党
香
川
支
部
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
矢
羽
々
吉
孝
　
　
　
　
　
大
門
　
一
正

の
　
氏
　
名

高
岡
哲
夫
後
援
会
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
高
松
市
城
東
町
一
―
七
　
高
松
市
鬼
無
町
佐
科
三

所
の
所
在
地
　
―
七
　
　
　
　
　
　
　
　
五

代
　
表
　
者
　
高
岡
　
哲
夫
　
　
　
　
　
大
林
　
　
幸

の
　
氏
　
名

会
計
責
任
者
　
井
上
　
幸
子
　
　
　
　
　
泉
保
　
　
孝

の
　
氏
　
名

松
浦
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
坂
出
市
大
屋
冨
町
二
〇
　
坂
出
市
大
屋
冨
町
三
一

所
の
所
在
地
　
八
三
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
〇

松
浦
稔
明
後
援
会
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
坂
出
市
大
屋
冨
町
二
〇
　
坂
出
市
久
米
町
一
―
四

所
の
所
在
地
　
八
三
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
―
四

代
　
表
　
者
　
作
本
　
佳
穂
　
　
　
　
　
大
前
　
　
実

の
　
氏
　
名

会
計
責
任
者
　
冨
木
田
さ
ち
子
　
　
　
　
田
中
　
　
亨

の
　
氏
　
名

山
下
康
二
後
援
会
　
　
　
　
　
　
政
治
団
体
の
　
山
下
康
二
後
援
会
　
　
　
山
下
晃
司
後
援
会

名
　
　
　
称

主
た
る
事
務
　
仲
多
度
郡
琴
平
町
苗
田
　
仲
多
度
郡
琴
平
町
苗
田

所
の
所
在
地
　
九
四
九
―
二
　
　
　
　
　
九
四
五
―
四



平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

（
第
九
二
四
五
号
）

四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

大
井
ま
さ
る
後
援
会

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

資
金
管
理
団

体
の
届
出
事

項
の
異
動
の
　
公
職
の
種
類
　
資
金
管
理
団
体
の
名
称
　
異
動
事
項

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

松
浦
　
稔
明
　
坂
出
市
長
　
　
松
浦
会
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
　
坂
出
市
大
屋
　
坂
出
市
大
屋

務
所
の
所
　
冨
町
二
〇
八
　
冨
町
三
一
〇

在
地
　
　
　
三
　
　
　
　
　
〇

新

旧

内
　
　
　
　
　
容


